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1. はじめに 
１－１．背景・目的 

日本における公共建築の設計者選定では現

在,プロポーザル方式・総合評価落札方式・価格

競争方式・設計競技（コンペティション）と多

様な手法が用いられている。中でも,プロポー

ザル方式や設計競技により設計者選定が行わ

れることが近年の主流である。設計競技が提出

された設計案の優劣を比較し「案」を選定する

のに対し,プロポーザル方式は業務方針や実施

体制,理念などを評価して「人」を選定する制度

である。 

本研究では「習志野市企業局 局舎更新基本

設計業務委託」を対象に,募集要項等から実際

にどのような基準で設計者を選定しているの

かを把握する。これにより,プロポーザル方式

の運用の課題を明らかにすることを目的とす

る。 

１－２．研究方法 

 本研究では,習志野市ホームページより,本案

件に関する資料を収集し,必要に応じて図面等

を補完的に参照する。次に,既往研究や国土交

通省「建設コンサルタント業務等におけるプロ

ポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガ

イドライン」１）に基づき,分析の視点を設定す

る。分析の視点は公平性・透明性・妥当性のあ

る運用がなされているかをみるために, ①参

加資格,②審査体制,③評価項目,④公開性の４

つの視点を設ける。 

①参加資格は,実績要件や地域制限などによ

り過度な排除がなされていないか,参加機会の

公平性・開放性を検討する。②審査体制は,審査

員の構成や専門家の割合など,審査の専門性・

妥当性を評価する。③評価項目は,評価項目や

配点構成の明確さ,審査基準の具体性を通じて,

評価の妥当性と透明性を分析する。④公開性は,

審査結果の公表内容やその他公開されている

資料を確認し,制度の頼性を評価する。以上4つ

の視点から,プロポーザル方式の目的である

「技術的に最適な者を特定する」注１）ための制

度として機能しているかを多角的に分析する。

これにより, 制度運用の実態を明らかにし,そ

の課題を考察するための基礎とする。 

さらに,それぞれの視点ごとに募集要項等か

ら得た情報を基に表を作成し,設計者選定の方

法を把握し,総合的に考察を行うことで,運用の

課題を明らかにする。 

１－３．研究対象の概要 

本研究の対象の概要を以下に示す。 

案件名：習志野市企業局 局舎更新基本設計業

務委託 

発注者：習志野市 

発注方法：公募型プロポーザル方式 

 習志野市では,企業局が運営するガス・水道・

下水道事業の拠点である現局舎が老朽化・狭あ

い化・バリアフリー非対応・環境性能の低さと

いった課題を抱えており,災害拠点としての機

能強化も求められている。これに対応して令和

7年 5月に「局舎更新基本計画」が策定され,新

局舎の基本方針として「強靭性」「充実性」「持 

続性」を掲げ,耐震性・非常用電源・多重化・業

務効率性・環境性能を備える構成とする方針が

示された。本業務はこの基本計画を受けて実施

される新局舎建設に関わる基本設計業務の委

託であり,敷地面積は約2,700㎡,用途は事務所,

履行期限は令和 8年 3月 31日までとされてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１．建設地の概要 
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2. 設計者選定方法の分析 
２－１．研究対象の詳細情報 
研究対象の詳細情報を表３に示す。 

参加資格の項目では,「⑸千葉県・東京都・埼

玉県・神奈川県・茨城県に本店又は入札・契約

に係る権限を委託された営業所を有するもの

とする。」と対象地域を首都圏５件に限定して

いる。また,「⑺平成２７年４月１日以降,日本

国内において,同一の敷地に延べ面積が1,000

㎡以上の官公庁事務所又は一般ガス導管事業

者の事務所の新築等にかかる基本設計又は実

施設計業務を元請けとして受注し,参加表明書

等の提出日までに履行が完了した実績を有す

る者とする。なお,新築等とは,新築,増築または

改築とする。増築または改築の場合において,

対象となる延べ床面積は増築または改築部分

とする。」と参加にあたり実績も必要となって

おり,地理的・経験による制約がある点が特徴

的である。 

審査員は５名で構成されており,大学教授が

２名,行政経験者１名, 地域総合経済団体から

１名,弁護士１名という構成である。 

評価項目に関しては,一次審査と二次審査に

分かれており,一次審査では配置予定の技術者

の資格（５点）, 配置予定の技術者の業務実績

（１０点）, 非住宅建築物のZEB認証等に関す

る実績（５点）の２０点満点,二次審査では第一

次審査の評価点（２０点）, 業務実施方針（３

５点）, 評価テーマに対する技術提案（３５点）, 

受託予定金額（１０点）であり,提案内容の評価

点が７割を占め,提案による競争が中心となっ

ている点が特徴である。 

公開性は習志野市HPにより,研究対象の募

集要項と審査結果が公開されている。しかし,

審査等に係る会議録や評価点の内訳等は公開

されていない。 

 

２－２．分析結果 

２－１で行った整理を基に分析を行うと,ま

ず参加資格では,限定的な条件から若手・地方

の事務所,設計者の参加は実質的に困難であり,

参加機会の公平性・開放性は一つの課題である

といえる。一方で,実績による制限は一定の質

を担保するためには合理的であるともいえ参

加機会の公平性と設計の質を担保するための

柔軟な実績要件と地域制限の緩和が今後の課

題といえる。 

審査員の構成は多様な専門性を含んでおり,

外部専門家が過半数を占めているため,形式的

にはバランスの取れた構成であるといえる。一

方で専門性が多様であり,建築分野の専門家が

二名と最低限の妥当性は確保しているが,専門

的な評価という観点からはやや不足している。

そのため,評価基準の認識の共有が重要な点だ

と考えられる。 

評価項目は,提案内容が重視されている点, 

評価テーマに対する技術提案の３つの課題提

示が具体的である点は評価でき,大きな課題は

見当たらない。 

公開性の観点では,審査過程や結果の公開は

限定的であり,選定理由や議論過程が不透明な

ため,制度全体の信頼性を損なう要因となって

いる。この点は透明性確保のため改善の余地は

大きいと考えられる。 

 

3. 運用の課題に関する考察 
設定した 4 つの視点から,設計者選定の基準

とその公平性・透明性・妥当性について分析を

行う。 

まず,参加資格の厳格化は,設計の質の担保と

業務の効率化によって引き起こされたものだ

と考えられる。過去の経験・実績に関する参加

資格の厳格化は,信頼性を確保することができ

る。また,地域制限は業務の効率化・リスク管理

といった点から合理的である。一方で,若手・地

方の事務所はこのような制限により排除され,

競争性や提案の多様性を損なっており,「技術

的に最適な者を特定する」ことを阻害している

と考えられる。 

次に,審査体制の専門性の不足は,専門家の偏

在,予算や内部統制といった発注者側の制約等

が要因だと考えられる。また, 国土交通省「建

設コンサルタント業務等におけるプロポーザ

ル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドラ

イン」では,審査員の構成について明確には言

及されておらず,千葉県,習志野市においてはプ 

表 2．基本機能面積 
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表３．研究対象の詳細情報 
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ロポーザル方式に関するガイドラインやマニ

ュアルは一般的に公開されていないため,専門

家比率の基準が存在していない可能性が高く,

このことも一つの要因であると考えられる。 

 審査過程の不透明性については,審査の公平

性の確保と応募者の情報保護が要因であると

考えられる。外部の影響を排除することで審査

員の自由な発言の保証や契約の成立していな

い状況での応募者の情報の漏洩を防ぐ意図が

あると考えられる。一方で,契約締結後の情報

公開は透明性や説明責任の観点から重要であ

り,非公開では制度への信頼を損なう可能性が

考えられる。 

 これらの課題は発注者側の運用上の制約や

リスク回避を考慮した運用に起因していると

考えられる。今後の展望としては,参加資格の

緩和,審査員の専門性に関する明確な基準の設

定,審査過程の透明化等が求められる。現在で

は,インターネット環境の充実により,遠方での

業務も可能であり,地方事務所の参加による業

務の効率低下やリスクは考慮する必要性は少

ない。また,契約締結後の設計・施工段階におい

て,フィードバックを送る制度を整備すれば,若

手の参入による建築の質の低下も抑えること

ができる。審査員の専門性確保に関しては,分

野・経験・資格などの条件を設定し,そのうえで

専門家の割合を明文化することが必要だと考

えられる。 

 

4. まとめ 
本研究では,「習志野市企業局 局舎更新基本

設計業務委託」を事例に,設定した４つの視点

から,公共建築の設計業務におけるプロポーザ

ル方式の運用実態とその公平性・透明性につい

て分析・考察を行っている。 

その結果,①参加資格,②審査体制,④公開性

の点において,参加資格の厳格化,審査体制の専

門性の不足,審査過程の不透明性という課題が

明らかである。 

今回確認された課題は, 設計の質の担保と

業務の効率化, 専門家の偏在,予算や内部統制

といった側の発注者側の制約, 公平性の確保

と応募者の情報保護といったものが要因であ

ると考えられ,発注者側の運用上の制約やリス

ク回避を考慮した運用に起因していると考え

られる。これらは,制度の運用上,避けられない

ものである一方で,プロポーザル方式の本来の

目的である「技術的に最適な者を特定する」た

めの制度との乖離を生んでいると考えられる。

そのため,慎重かつ柔軟な対策の検討が求めら

れる。 

ただし,本研究は単一事例を対象にした研究

であり,今回明らかとなった課題や得られた知

見をより一般化するためには,複数事例を横断

的に比較した調査が求められる。今後は複数の

自治体の案件を比較し,制度の運用とその課題

について多面的に調査していくことが必要で

ある。制度と運用の関係を体系的に示し,審査

員構成や評価基準の違いが結果に与える影響

を調査することにより,制度の公平性と効果を

明らかにし,より具体的かつ実践的な制度運用

の改善への提言へつなげていきたいと考える。 

 

注釈 

注１）国土交通省「建設コンサルタント業務等

におけるプロポーザル方式及び総合評価落札

方式の運用ガイドライン」, 平成27年11月（令

和5年3月一部改訂）,P1 
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